
 平成２２年 

 第１回市議会臨時会 議案第３号 

   函館市国民健康保険条例の一部改正について 

 函館市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  平成２２年５月２４日提出 

 

                  函館市長 西 尾 正 範 

 

函館市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

第１条 函館市国民健康保険条例（昭和４４年函館市条例第２６号）の 

一部を次のように改正する。 

第９条第２号中「山林所得金額」の後ろに「ならびに他の所得と区 

 分して計算される所得の金額（同法附則第３３条の２第５項に規定す 

る上場株式等に係る配当所得の金額，同法附則第３３条の３第５項に 

規定する土地等に係る事業所得等の金額，同法附則第３４条第４項に 

規定する長期譲渡所得の金額，同法附則第３５条第５項に規定する短 

期譲渡所得の金額，同法附則第３５条の２第６項に規定する株式等に 

係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１項もしくは 

第１５項または第３５条の３第１１項の規定の適用がある場合には， 

その適用後の金額），同法附則第３５条の４第４項に規定する先物取 

引に係る雑所得等の金額（同法附則第３５条の４の２第７項の規定の 

適用がある場合には，その適用後の金額），租税条約の実施に伴う所 

得税法，法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法 

律第４６号。第１１条第１項において「租税条約実施特例法」という｡) 

第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額および同条第 

１２項に規定する条約適用配当等の額をいう。第１９条第１項におい 

て同じ。）」を加える。 

第１１条第１項中「の合計額から同条第２項」を「ならびに他の所 

 得と区分して計算される所得の金額（同法附則第３３条の２第５項に 

規定する上場株式等に係る配当所得の金額，同法附則第３３条の３第 



５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額，同法附則第３４条第 

４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法 

律第２６号）第３３条の４第１項もしくは第２項，第３４条第１項， 

第３４条の２第１項，第３４条の３第１項，第３５条第１項，第３５ 

条の２第１項または第３６条の規定に該当する場合には，これらの規 

定の適用により同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額か 

ら控除する金額を控除した金額），地方税法附則第３５条第５項に規 

定する短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第３３条の４第１項もし 

くは第２項，第３４条第１項，第３４条の２第１項，第３４条の３第 

１項，第３５条第１項または第３６条の規定に該当する場合には，こ 

れらの規定の適用により同法第３２条第１項に規定する短期譲渡所得 

の金額から控除する金額を控除した金額），地方税法附則第３５条の 

２第６項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５ 

条の２の６第１１項もしくは第１５項または第３５条の３第１１項の 

規定の適用がある場合には，その適用後の金額），同法附則第３５条 

の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第35 

条の４の２第７項の規定の適用がある場合には，その適用後の金額）， 

租税条約実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子 

等の額および同条第１２項に規定する条約適用配当等の額をいう。以 

下この条において同じ。）の合計額から地方税法第３１４条の２第２ 

項」に，「の合計額（」を「ならびに他の所得と区分して計算される 

所得の金額の合計額（」に改め，同条第２項中「または山林所得金額」 

を「もしくは山林所得金額または他の所得と区分して計算される所得 

の金額」に改める。 

  第１３条の６中「４５万円」を「４８万円」に改める。 

  第１３条の６の１０中「１２万円」を「１３万円」に改める。 

  第１３条の１１中「９万円」を「１０万円」に改める。 

  第１８条第１項中「なくなつた場合」を「なくなつた，もしくは国 

民健康保険法施行令第２９条の７の２第２項に規定する特例対象被保 

険者等（以下「特例対象被保険者等」という。）となつた場合」に， 



「増加または」を「増加もしくは」に改め，「場合を除く。）」の後 

ろに「または特例対象被保険者等となつた場合」を，「日または」の 

後ろに「１世帯に属する」を，「なくなつた日」の後ろに「もしくは 

特例対象被保険者等となつた日」を加える。 

第１９条第１項各号列記以外の部分中「４５万円」を「４８万円」 

に改め，同項各号中「山林所得金額」の後ろに「ならびに他の所得と 

区分して計算される所得の金額」を加え，同条第２項中「４５万円」 

を「４８万円」に，「１２万円」を「１３万円」に改め，同条第３項 

中「４５万円」を「４８万円」に，「９万円」を「１０万円」に改め， 

同条の次に次の１条を加える。 

  （特例対象被保険者等の特例） 

第19条の２ 世帯主または当該世帯に属する被保険者もしくは特定同 

一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第１１条第 

１項および前条第１項の規定の適用については，第１１条第１項中 

「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額（国民健 

康保険法施行令第２９条の７の２第２項に規定する特例対象被保険 

者等の総所得金額に所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条 

第１項に規定する給与所得が含まれている場合においては，当該給 

与所得については，同条第２項の規定によつて計算した金額の 100 

分の３０に相当する金額によるものとする。次項において同じ。）」 

と，「所得の金額（同法」とあるのは「所得の金額（地方税法」と， 

前条第１項第１号中「総所得金額（」とあるのは「総所得金額（特 

例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第２８条第１項に規定す 

る給与所得が含まれている場合においては，当該給与所得について 

は，同条第２項の規定によつて計算した金額の１００分の３０に相 

当する金額によるものとする。」と，「同法」とあるのは「地方税 

法」と，「所得税法（昭和４０年法律第３３号）」とあるのは「所 

得税法」とする。 

 第２４条の次に次の１条を加える。 

  （特例対象被保険者等に係る届出） 



第24条の２ 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は，次に掲げ 

 る事項を市長に届け出なければならない。 

  (1) 世帯主の氏名および住所 

  (2) 当該世帯に属する特例対象被保険者等の氏名 

  (3) 前号の特例対象被保険者等に係る離職年月日および離職理由 

２ 前項の規定による届出は，特例対象被保険者等の雇用保険法施行 

規則（昭和５０年労働省令第３号）第１７条の２第１項第１号に規 

定する雇用保険受給資格者証を提示して行わなければならない。 

附則中第５条から第１０条までを削り，第１１条を第５条とし，第 

１２条を第６条とする。 

附則に次の１条を加える。 

  （平成２２年度以降の保険料の減免の特例） 

第７条 当分の間，平成２２年度以降の第２４条第１項第２号による 

 保険料の減免については，同号中「該当する者（資格取得日の属す 

る月以後２年を経過する月までの間に限る。）」とあるのは，「該 

当する者」とする。 

第２条 函館市国民健康保険条例の一部を次のように改正する。 

  第９条第２号中「租税条約の実施に伴う所得税法，法人税法及び地 

 方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法， 

 法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に，「租税条約実施特 

 例法」を「租税条約等実施特例法」に改める。 

  第１１条第１項中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例 

 法」に改める。 

   附 則 

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，第２条の規定は，平 

 成２２年６月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の函館市国民健康保険条例第９条，第11 

条，第１３条の６，第１３条の６の１０，第１３条の１１，第１８条 

第１項，第１９条，第１９条の２，第２４条の２および附則第７条の 

規定は，平成２２年度以後の年度分の保険料について適用し，平成21 



年度分までの保険料については，なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い一般被保険者に係る基礎賦課 

額の所得割額の算定方法に関する規定等およびやむを得ない理由により 

離職した被保険者等の保険料の算定の特例に関する規定等を整備し，保 

険料の基礎賦課限度額等を改定し，平成２２年度以降の保険料の減免の 

特例に関する規定を整備し，ならびに租税条約の実施に伴う所得税法， 

法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴い規定を整 

備するため 

 


